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  誌 上 実 務 講 座   

財産管理の実務（相続財産清算人（管理人）業務） 

～相続財産清算人（管理人）の選任から終結までの流れ～ 

 

法全連では、Ｗｅｂを利用すれば全国どこからでもアクセスして一緒に全

国の事務員さんと研修を行うことができると考え、２０２１年１１月１３日

に開催した法全連第５１回全国交流会にて、ＬＩＶＥ研修を行いました。 

テーマ設定にあたって、法全連幹事会は、司法統計による相続財産管理人

選任等の事件が、２００５年時点では全国１万０７３６件だったのが、２０

２０年時点で２万３６１７件まで増加していることに注目し、研修テーマを

「財産管理の実務」としました。そして、講師には、空き家問題を扱ってい

る弁護士柴田未来先生（金沢弁護士会所属）をお迎えし、お話をしていただ

きました。 

 

 その後の、２０２１年の民法改正に伴い、２０２３年４月１日施行におい

て主に以下の点が変更になりました。 

① 相続人が明らかでない場合の清算を目的とした「相続財産の管理人」

について、「相続財産管理人」の名称を「相続財産清算人」に変更 

② 相続人があることが明らかでない場合、家庭裁判所は、利害関係人又

は検察官の請求により、相続財産の「清算」を目的とせず（相続財産清

算人の選任を待つことなく）、もっぱら相続財産を適切に管理する目的で

相続財産の保存に必要な処分をするため、相続財産管理人を選任するこ

とができる（民法８９７条の２の第１項）。 

③ 家庭裁判所による「相続財産清算人選任の公告」と「相続人捜索の公

告」を同時に行うものとし、かつ、その手続期間は６か月とする。 

 

本稿は、全国交流会時点のＬＩＶＥ研修をベースにして、柴田弁護士

の監修のもと、法律事務の誌上実務講座用にまとめたものです。（※ＬＩ

ＶＥ研修時は、まだ民法改正施行前のため、現在の“相続財産清算人”で

はなく“相続財産管理人”と記しています。） 
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前半は、柴田弁護士より相続財産管理人の選任から終結までの流れ、

弁護士と事務員の役割分担、弁護士として心がけていること、事務員に

期待していること等、事件のエピソードを含めた講義内容になっていま

す。 

後半は、柴田弁護士、法全連幹事の富田、沼倉、三浦、金田にて、経験

談を含めたセッションの内容を紹介をしています。 

講演録の後に掲載したフローチャートや書式は民法改正に即した内容

となっています。 

今号が皆様のこれからの実務にお役立ていただければ幸いです。 

  

２０２３年７月 

 法律事務員全国連絡会幹事会 
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